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〔 注１〕総所得金額等とは収入額から控除額を引いた金額です。所
得控除（社会保険料控除、扶養控除等）は含みません。
※保険料を決定する基準日は、原則、４月１日です。
※ 年度途中で資格取得または喪失したときは、保険料を月割りで
計算します。
※ 日高町羽尻、出石町奥小野、但東町天谷の方の保険料率は、本
年度から特例が廃止され県内と同率になりました。

保険料額（年額）
＝
均等割額

＋
所得割額

上限62万円 48,855円 （総所得金額等〔注１〕
－33万円）×10.17％

《保険料の計算方法》

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

平
成
30
・
31
年
度
の
保
険
料
率
を
決
定

　

２
年
ご
と
に
見
直
さ
れ
る
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
率

（
均
等
割
額
と
所
得
割
率
、
賦
課

限
度
額
）が
決
定
し
ま
し
た
。

保
険
料
額
の
通
知

　

保
険
料
は
、
被
保
険
者
一
人
一

人
が
支
払
い
ま
す
。
平
成
30
年
度

の
保
険
料
額
は
、
７
月
中
旬
ご
ろ

送
付
予
定
の
保
険
料
額
決
定
通
知

書
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

保
険
料
の
計
算
方
法

　

年
間
の
保
険
料
は
一
人
一
人
が

等
し
く
負
担
す
る「
均
等
割
額
」と

前
年
の
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る

「
所
得
割
額
」の
合
計
で
す
。

均
等
割
額
の
軽
減

　

同
一
世
帯
内（
世
帯
主
と
世
帯

内
の
被
保
険
者
）の
29
年
中
の
総

所
得
金
額
等
が
次
の
基
準
額
以
下

の
方

所
得
の
低
い
方
の
軽
減

　

前
年
の
所
得
に
応
じ
て
保
険
料

額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

《均等割額の軽減》
軽減
割合 総所得金額等（被保険者＋世帯主） 軽減後

均等割額

９割 基礎控除額
（33万円）

被保険者全員の各所得（年金所得は控
除額を80万円として計算）が０円 4,885円

8.5割 上記以外 7,328円

５割 基礎控除額（33万円）＋27万５千円×被保険者の数 24,427円

２割 基礎控除額（33万円）＋50万円×被保険者の数 39,084円

※
65
歳
以
上
の
公
的
年
金
受
給
者

　

は
、
総
所
得
金
額
等
か
ら
年
金

　

所
得
の
範
囲
内
で
最
大
15
万
円

　

を
控
除
し
軽
減
判
定
さ
れ
ま
す
。

※
29
年
度
か
ら
５
割
お
よ
び
２
割

　

の
低
所
得
者
軽
減
対
象
が
拡
大

　

さ
れ
ま
し
た
。

○
５
割
軽
減
…
被
保
険
者
数
に
乗

　

ず
る
金
額　

27
万
円
↓
27
・
５

　

万
円

○
２
割
軽
減
…
被
保
険
者
数
に
乗

　

ず
る
金
額　

49
万
円
↓
50
万
円

※
所
得
割
額
の
軽
減
特
例
措
置
は

　

29
年
度
は
２
割
軽
減
で
し
た
が
、

　

制
度
の
見
直
し
で
30
年
度
は
廃

　

止
さ
れ
ま
し
た
。

被
扶
養
者
だ
っ
た
方
の
軽
減

　

制
度
に
加
入
す
る
前
日
に
、
会

社
の
健
康
保
険
な
ど
の
被
用
者
保

険
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
は
、
所

得
割
額
は
か
か
ら
ず
、
均
等
割
額

は
５
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。
な
お
、

国
民
健
康
保
険
・
国
民
健
康
保
険

組
合
に
加
入
さ
れ
て
い
た
方
は
対

象
に
な
り
ま
せ
ん
。

○
均
等
割
額
の
９
割
、
８
・５
割

　

軽
減
に
該
当
す
る
方
は
、
そ
れ

　

ぞ
れ
の
軽
減
割
合
が
適
用
さ
れ

　

ま
す
。

○
均
等
割
額
は
軽
減
特
例
措
置
で

　

29
年
度
は
７
割
軽
減
さ
れ
ま
し

　

た
が
、
制
度
の
見
直
し
で
30
年

　

度
は
５
割
軽
減
と
な
り
ま
す
。

保
険
料
の
納
付
方
法

　

保
険
料
の
納
付
方
法
は
、
対
象

と
な
る
年
金
額
で
異
な
り
ま
す
。

　

年
金
が
年
額
18
万
円
以
上
の
方

は
、
原
則
、
年
金
天
引
き
と
な
り

ま
す【
特
別
徴
収
】。
そ
れ
以
外
の

方
は
、
納
付
書
や
口
座
振
替
と
な

り
ま
す【
普
通
徴
収
】。

　

年
度
途
中
で
新
た
に
被
保
険
者

に
な
っ
た
方〔
年
齢
到
達（
75
歳
）、

障
害
認
定
、
転
入
な
ど
〕や
保
険

料
額
が
変
更
と
な
っ
た
方
は
、
普

通
徴
収
と
な
り
ま
す
。

《特別徴収の納付月》
仮徴収 本徴収

４月
（１期）

６月
（２期）

８月
（３期）

10月
（４期）

12月
（５期）

２月
（６期）

前年度の２月（６期）の徴
収金額と同額

７月に確定する保険料年
額から仮徴収額を差し引
き、３回に分けた額

※ 保険料は特別徴収が原則ですが、口座振替による納付
方法に変更することができます。変更を希望する方
は、市の担当窓口で手続きしてください。

《保険料率（平成 30・31 年度）》

平成30・31年度 平成28・29年度

均等割額 48,855円 48,297円

所得割率 10.17％ 10.17％

賦課限度額 62万円 57万円

クローズアップ豊岡
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被
保
険
者
証

　

被
保
険
者
証
の
更
新
は
、
毎
年

８
月
１
日
で
す
。

　

８
月
１
日
か
ら
は
新
し
い
被

保
険
者
証
を
医
療
機

関
の
窓
口
で
提
示
し
、

受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

限
度
額
適
用
認
定
証

　

次
の
方
は
、
限
度
額
適
用
認
定

証
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
医
療
機

関
ご
と
に
１
カ
月
に
支
払
う
自
己

負
担
額
が
外
来
・
入
院
共
区
分
に

応
じ
た
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
保
険
診
療
分
が
対
象
で

す（
柔
道
整
復
、
鍼し
ん

灸き
ゅ
う

、
あ
ん
ま

マ
ッ
サ
ー
ジ
な
ど
の
施
術
は
除

く
）。
対
象
と
な
る
方
で
新
た
に

限
度
額
適
用
認
定
証
の
交
付
を
希

望
す
る
場
合
は
、
市
の
担
当
窓
口

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

①
負
担
割
合
が
３
割
負
担
か
つ
課

　

税
所
得
が
６
９
０
万
円
未
満
の

　

方　

※
認
定
証
が
必
要
な
方
は
、

　

７
月
中
旬
以
降
に
申
請
し
て
く

　

だ
さ
い
。
申
請
時
期
は
問
い
合

　

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

② 

世
帯
員
全
員
が
市
民
税
非
課
税

（
低
所
得
Ⅰ
・Ⅱ
）の
方　

※「
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
」（
以
下
、減
額
認
定
証
）

を
お
持
ち
の
方
は
入
院
時
の
食

事
代
も
減
額
さ
れ
ま
す
。
現
在
、

減
額
認
定
証
を
お
持
ち
で
８
月

以
降
も
引
き
続
き
対
象
と
な
る

方
に
は
、
新
し
い
減
額
認
定
証

を
被
保
険
者
証
と
一
緒
に
送
付

し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医

療
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度

額
が
変
わ
り
ま
す

　

70
〜
74
歳
の
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
、
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
の
自
己
負
担
限
度
額
が
変
わ

り
ま
す
。
８
月
診
療
分
か
ら
高

額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度
額

（
以
下
、
限
度
額
）は
下
表
の
と
お

り
で
す（
７
月
以
前
の
診
療
分
は
、

従
前
の
区
分
で
の
自
己
負
担
で

す
）。

　

１
カ
月
に
支
払
っ
た
医
療
費
が
、

決
め
ら
れ
た
限
度
額
を
超
え
た
場

合
に
、
申
請
に
よ
り
差
額
分
を
高

額
療
養
費
と
し
て
支
給
し
ま
す

（
後
期
高
齢
者
医
療
で
は
初
回
の

み
の
申
請
と
な
り
ま
す
）。
限
度

額
は
、
個
人
も
し
く
は
世
帯
の
所

得
に
応
じ
て
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
下
表
の
市
民
税
非
課
税

世
帯
の
方
の
自
己
負
担
限
度
額
に

変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

被
保
険
者
証
を
更
新
し
ま
す

※ １　「現役並み」区分の方でも、「国民健康保険被保険者は70歳以上の方」、「後期高齢者医療被保険者は被保険者と
70歳以上の方」の世帯収入の合計額が520万円未満（１人世帯の場合は383万円未満）の場合は、市の担当窓口に
申請することで一般の区分になります。対象となる可能性がある方には申請書を送付します。
※ ２　過去12カ月以内に３回以上、限度額に達した場合は、４回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。

 
《問合せ》市民課☎21－9061または各振興局市民福祉課

《70歳以上の国民健康保険加入の方　の自己負担限度額（月額）》後期高齢者医療の方　　　　　　　　　　　　

【７月診療分まで】

適用区分 外来+入院
（世帯ごと）外来

（個人ごと）

現
役
並
み

Ⅲ 市民税課税所得690万円以上

57,600円
80,100円
＋（医療費－
267,000）×１%

〈多数回44,400円※２〉

Ⅱ 市民税課税所得380万円以上

Ⅰ 市民税課税所得145万円以上

一
般

市民税課税所得
145万円未満
（※１）

14,000円
年間上限（14万4,000円）

57,600円
〈多数回44,400円※２〉

低
所
得
者

Ⅱ 市民税非課税世帯
8,000円

24,600円

Ⅰ 市民税非課税世帯（年金収入80万円以下など） 15,000円

【８月診療分から】

外来+入院
（世帯ごと）外来

（個人ごと）

252,600円＋（医療費－842,000）×１%
〈多数回140,100円※２〉

167,400円＋（医療費－558,000）×１%
〈多数回93,000円※２〉

80,100円＋（医療費－267,000）×１%
〈多数回44,400円※２〉

18,000円
年間上限（14万4,000円）

57,600円
〈多数回44,400円※２〉

8,000円
24,600円

15,000円
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